






地域中小企業振興に関する

９月２７日、県内１０地区で開催した「組合代

表者との地区別懇談会」等において、中小企業並

びに中小企業組合が直面する重要かつ緊急な諸問

題について討議し、その結果を理事会及び９月２

０日に開催した第３２回中小企業団体岩手県大会

での決議を経て、「地域中小企業振興に関する要望

書」を県知事に提出した。 
知事には、鈴木会長のほか池野・谷村・阿部副

会長、千葉専務理事、佐藤理事兼事務局長の６名

が面会し直接要望を行った。 
鈴木会長からは、「既存商店街の役割を重視し地

域の実情に応じた街づくり」、「官公需の県内中小

企業への優先発注」、「中央会事業費の確保」など

に対する積極的な支援を求めた。 
 

員

小

含

し

中小企業振興に関す

１，地産地消及び県内木材活用の推進 

２，リサイクル材の活用推進 

３，金融対策 

４，官公需 

商工４団体特別決議要
９月２０日に開催した第３２回中小企業団体岩手県

工会連合会、岩手県商店街振興組合連合会及び本会の

域経済活性化に関する特別決議」について県に要望し

原専務理事、岩手県商工会連合会佐藤専務理事、本会千

田村商工企画室長、菅原産業振興課総括課長、小野寺

長が対応した。 

「中小企業競争力強化・地域経済活

１，中小企業の活力強化のた

２，中小企業対策予算の十分

３，地域産業振興施策の抜本

４，コンパクトで賑わいのあ
 【【県県知知事事へへ要要望望書書提提出出】】  

要望書を県知事に提出 
増田知事は「協同組合をはじめとした業界を会

にもつ中央会の役割は非常に大きい。県内の中

企業の基盤整備強化のために予算面や制度面も

めこれらの要望について実現できるように検討

ていきたい」と述べた。 

 

る要望（項目） 
５，街づくり・商業振興支援 

６，改正道路交通法の弾力的な運用 

７，中央会事業費の確保

望書を県に提出 
大会において岩手県商工会議所連合会、岩手県商

商工４団体で決議した「中小企業競争力強化・地

た。商工団体からは、岩手県商工会議所連合会小

葉専務理事が、県からは阿部商工労働観光部長、

産業振興課金融経営担当課長、藤原県議会事務局

性化に関する特別決議」（項目） 
めの税制改革の実現 
かつ安定的な確保 
的拡充と道路網の早期整備 
るまちづくりの推進 



【【ビビジジネネスス情情報報】】  
 

 

６５歳までの継続雇用を！！(第２回) 

 
  本会は、６５歳までの継続雇用制度の導入比率向上を図ることを目的として、平成１６～１８年度まで、岩

手労働局からの委託により、会員組合及び組合員企業を対象に定年延長をはじめとした、「６５歳継続雇用

達成事業」を実施しています。 
  前回の報告では、今年度の事業計画、６５歳継続雇用制度の概要等をご報告しました。今回は、先月、厚

生労働省が発表した従業員５１人規模以上の企業（全国）の対応状況及び雇用延長制度導入事例等について

説明いたします。 

Ⅰ．改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況（概要）～厚生労働省発表～ 

１．改正高齢者雇用安定法が今年４月に施行されたのを受け、厚生労働省は本年６月１日現在で従業員 51
人以上規模の企業８万 1,382社の対応状況をとりまとめ、10月 13日付けで発表した。調査の結果、84％
の企業が、改正高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置（①定年の廃止、②定年の引き上げ、又は③継

続雇用制度の導入・・・のいずれかの対応）を実施していることが分かった。 
内訳では、中小企業（従業員 51～300人規模企業）の実施率は 82％、大企業（同 301人以上規模企業）

では 94％が実施。 
 

２．雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、平成１８年度の「６２歳」から段階的に引き上げられるが、 
実施済み企業のうち、平成２５年度に義務づけられている「６５歳」まで既に引き上げた企業（定年の

定めのない企業を含む。）が 76％。６２～６４歳を上限年齢とした企業が 24％であった。 
 
３．雇用確保措置の実施済企業のうち、「③継続雇用制度の導入」を行った企業が 86％と最多。このうち、 
希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入した企業が約 4割（39.1％）、継続雇用制度の対象者の基準  
を労使協定で定めた企業が約 4割（42.1％）となった。 

 
４．厚生労働省は雇用確保措置を未実施の企業（約１万 3000社）全ての 51人以上規模企業に対して、年
内を目途に、各都道府県労働局、ハローワークの幹部等による個別指導を集中的に実施する予定。 
なお、本県の雇用確保措置については、全国の実施率をやや下回る状況であるため、岩手労働局、ハロ

ーワーク等においても、本会等事業主団体の協力も得ながら、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構と

緊密に連携しあって、更なる雇用確保措置の確実な実施に向けた個別指導、集団指導等を計画的に実施す

ることとしている。 
 

Ⅱ．雇用延長制度の導入事例等 
１．雇用延長制度：高齢期になっても、働くことを希望する従業員が、働き続けられる制度のことです。定年延長だけ

でなく、定年年齢に達した後にも同じ会社で働く継続雇用（勤務延長、再雇用）、グループ企業での勤務延長、再雇用

などかたちは様々です。あなたの会社に合った方法がきっとあります。まずは、できる形で取り組んでみましょう。    

２．雇用延長制度の導入方法いろいろ： ①定年年齢を 60歳から 65歳に一気に延長する。（定年延長）② 厚生
年金の支給開始年齢に合わせて、毎年 1歳ずつ定年を引き上げる。（定年延長）③ 従業員が定年年齢を 63歳
か、64 歳か選べるようにする。（選択定年制）④ 定年で一回退職させ、希望者は翌日から 1 年契約の嘱託と
して雇用。（再雇用制度） ⑤希望者全員に定年後の仕事を提示、条件が合えば再雇用する。（希望者全員の再
雇用）⑥ 高齢者派遣会社を作って定年者を登録、元の職場に派遣する。（高齢者派遣会社）  
３．導入事例：集団給食サービス業 C社 ・・・①社長のポリシーで創業時より 65歳定年制。65歳以上の再雇用制
度も導入。高齢者雇用は経営トップの意識改革が重要。「高齢者を特別扱いしないことだ。」② 「メリットがあるから
高齢者を雇用している。」若手、中年、高齢者それぞれに素晴らしいものがある。高齢者の特質は何と言っても豊

富な経験と知恵。それを活用しない手はない。 ③年齢にこだわらず、個々人に合った、働きに応じた賃金と勤務
時間を選択。65歳以下は、週 40時間変形労働制・3交替勤務シフト。年功主義を打破した職能昇格制度や年俸
社員制度を導入。労働意欲も向上した。65歳以上は、1日 5時間と 9時間を組み合わせた週 5日勤務制。年金
併用型賃金を採用。  
 
 









 【【中中小小企企業業支支援援  市市町町村村情情報報編編】】  
    花 巻 市      

－Town Information－  
花巻市は、平成 18年 1月 1日に花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町の 1市３町が新設合併しました。岩手

県のほぼ中央に位置し、西側に奥羽山脈、東側に北上山地の山並みが連なる肥沃な北上平野に位置しています。

新市の豊かな自然環境の象徴、北上山地の最高峰として神々しいまでに輝く霊山・早池峰山は、可憐な高山植

物が咲き誇り、ﾓﾅﾄﾞﾉｯｸの岩肌は遠く古生代の息吹を伝え、日本百名山にも数えられています。新花巻市は、

宮澤賢治、高村光太郎、萬鉄五郎などの先人ゆかりの地、神社仏閣等の歴史的文化財など多くの観光資源があ

ります。そのほかさき織り・ﾎｰﾑｽﾊﾟﾝなどの伝統工芸品の優れた技術が多く伝えられています。それぞれの地

域で保存伝承されてきた特色ある郷土芸能や伝統文化などいにしえの風が薫るまちです。地域相互の交流と連

携でまちづくりを進め、全国各地から多くの人が集まるまちとして、新たな風を起こすことを目指しています。 

メモ  人口  １０５，８２２人  面積 ９０８．３２㎢ 

http//www.city.hanamaki.iwate.jp/ 

○早池峰の風薫る 安らぎと活力にみちた イーハトーブはなまき                     

大迫の郷土芸能として五百年以上もの間、舞い継

がれてきた「早池峰神楽」は国の重要無形民俗文化

財第 1号の指定を受け、30周年を迎えました。また、
太鼓を打ち鳴らし鹿が舞い踊る、豪快かつ勇壮な「鹿

踊」は、岩手県指定無形民俗文化財に指定されてい

ます。「ﾜｲﾝｼｬﾄｰ大迫」は、ﾜｲﾝのﾐﾆ博物館。早池峰山

のふもとに一面の田園風景が広がる大迫は豊潤なぶ

どうづくりに適した風土に恵まれたﾜｲﾝの理想郷で

す。南部杜氏発祥の地石鳥谷には「南部杜氏伝承館」

があり、現在も日本各地の酒蔵で酒づくりの技と心

を伝えている、南部杜氏の伝統文化を保存・伝承し

ています。「花巻温泉郷」の魅力は、ﾘｿﾞｰﾄ気分を体

験でき、五感で堪能できる個性豊かな温泉が湯量豊

富に湧き、自然治癒力を高め転地効果を発揮する場

所です。さわやかな森の散策、紅葉の小径、幻想的

な雪風景など四季折々でひとあじ違った楽しみ方が

できます。桜並木やﾊﾞﾗ園など華やかに彩られた花巻

温泉、大規模なお風呂や温泉ﾌﾟｰﾙが自慢の志戸平温

泉など、東北屈指の温泉ﾘｿﾞｰﾄ地です。また、泉質・

効能が異なる元湯が連なる台温泉、野趣あふれる露

天風呂が評判の大沢温泉、素朴さが魅力の鉛温泉な

ど、独特の風情を醸し出し、昔ながらの湯治場の雰

囲気にたっぷり浸れます。花巻には宮澤賢治の足跡

をたどることができる施設が数多く点在し、大勢の

方々がその面影を偲びに訪れます。彼が生まれ育ち

「ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ」と名づけたふるさとを訪ねてみませんか。 
【早池峰山全景】 

 
○ 地域企業コーディネイト及びまちづくり                                         

花巻市では、国及び岩手県の全面的な支援により、

新規創業、新分野への進出、研究開発を目指す企業

をｻﾎﾟｰﾄする拠点を開設しています。「花巻市起業化

支援ｾﾝﾀｰ」では、「基盤系製造業」を中心とした企

業支援を行い、入居者以外にも試験研究室内の測定

機器を一般に開放しています。隣接する「花巻市賃

貸工場」には、高度な技術と更なる事業展開を目指

した企業が入居しており、充実した支援体制でﾌｫﾛｰ

ｱｯﾌﾟしています。また、「花巻市ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ」

では、「都市型産業」を支援、施設内には一般市民

に開放する「IT ｾﾝﾀｰ」・「談話室」を備え、中心市街
地活性化に向けた役割も担っています。 
商業分野では、合併による新市誕生を契機に、中

心市街地小売商業機能検討会を設置し、従来の商業

振興策の課題を整理。空き店舗の活用や新規創業、

商工団体と他団体との連携事業への支援のほか、旧

大迫、石鳥谷、東和町の各地域の個性を生かした活

性化策など、来年度の新規施策を検討しています。 
観光と観光分野との連携では、観光客の中心市街

地への誘導や豊富な観光資源を生かした広域の環

状観光ﾙｰﾄを訪ねる際の利便を考えるため、市民有

志により「観光客に優しい街づくりをする会はなま

き」http://www.kym-hanamaki.org/が発足。観光案
内標識の充実と統一など、観光客の立場に立った街

づくりに向けたｾﾐﾅｰを開催しました。現在、観光ｻｲ

ﾝのﾃﾞｻﾞｲﾝを広く市内外に公募しており、市民投票

により選ばれた観光ｻｲﾝを試作してｱﾋﾟｰﾙする予定。

商業者・市民の取り組みと一体となって、街なかの

にぎわい回復を進めています。 
◆花巻起業化支援センター全景◆ 

 



 

 
 
 
 
 



 
     
 
 
 
 
 

昭和３１年５月、大船渡水産市場（株）の仲買人であって、鮮魚小売業を行

組合 大船渡水産物小売商組合」を設立。昭和６２年事業拡大と組合員の

（協）」を設立した。 

当組合は代払事業、共同購買事業そして、『大船渡港さんま直送便』の出

○ 『大船渡港さんま直送便』               

本年で２０年を迎える『さんま直送便』。 

今では全国津々浦々、沖縄・九州から北海道まで、

毎年たくさんのお客様から御好評を得ている。宅配

量は毎年増加。高品質を誇る「大船渡さんま」を全

国に宅配している。 

大船渡市をはじめとする関係諸団体で構成する「大

船渡市さんままつり実行委員会」がおこなっており、当組

合理事長が実行委員会会長を務めている。その宅配業

務を当組合が行っており、本年は９月１日～１０月３０日

まで実施。開始前の８月末時点での予約は、昨年度より

１，２００箱多い１３，２０８箱の予約が入った。この期間、

毎年約２５，０００箱が全国に宅配される。

今年度は、新たにＦ

ースを用意した。 

○「さんま共同荷捌所」完成                

今年７月「さんま共同荷捌所」が完成した。この共同荷捌所は、加工・

昨今の食品安全・衛生基準の強化に伴い、徹底した管理下のもとで荷捌

宅配量の増加、セット種類の増加にともない、作業効率の向上を図る必要

等を交え研修会を行うとともに、本会が事業計画、投資・返済計画等の作

対応の共同荷捌所を建設するに至った。 

また、品質保持の観点から、昨年度は紫外線殺菌海水を利用しさんまを

する氷に、海水シャーベットを使用している。昨年度までは普通の氷を利

組合で検討を重ねてきたもの。 

海水シャーベットは、水に塩・砂糖等の不純物が含まれるとその凍結温

いる。真水で製造する場合に比べ温度は－１～－２℃で凍結する。直径は

度で保管・輸送することができるため鮮度を保つことができる。径が小さ

を利用することは、魚が氷と長時間接触しても浸透圧作用による水分の魚

 沖縄から北海道まで広く宅配しているため海水シャーベット利用の効果

○地産池消・水産資源利活用市場活性化産業プロジェクトへの参

 地盤産業の育成や販路開拓を行い地域経済の活性化を図るため「地産地

ジェクト委員会」が設置された。当組合も協力団体としてこのプロジェク

短期的な戦略として「サンマの月間」を創設することを検討している。９

旅館、ホテル、民宿など一般市民、観光客へのさんま料理の提供を働きか

理の講習会、学校給食へのサンマ食材の導入を行う。 

今後、さんま宅配事業等を通し、大船渡を全国に浸透させるための一役

 

大船渡水産物商業協同組合 

○理 事 長  鈴木幸喜   

○組合員数  ５０名                       ○設  立 昭

○住 所  大船渡市大船渡町字永沢６番地１６    ○電 話  ０
【【県県内内組組合合情情報報】】

う３２名の組合員が参加し、「任意 

増加にともない「大船渡水産物商業

荷業務を行っている。 

              

  

コースを設定。昨年度より一つ多い７コ

                 

倉庫・事務所の機能を有している。 

きを行う体制を整備するとともに、

があった。２年ほど前から関係機関

成を支援し、食品ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ HACCP

洗浄。本年度からは、梱包内に利用

用していたが,鮮度を一層保つため

度が低くなるという性質を利用して

0.1mmm と粒が小さい。マイナス温

い氷は魚の損傷を起こさない。海水

への影響が少なくなる。 

は大きい。 

画                

消・水産資源利活用市場活性化プロ

トに参加していく。 

月をサンマ月間とし、市内飲食店、

ける運動を展開するほか、サンマ料

を担う。 

和６２年４月２日 

１９２－２７－５２８７ 



 
 
【【組組合合運運営営ＱＱ＆＆ＡＡ】】 

本欄では、組合を運営していく上で生じやすいと思われる質問・疑問について、一

問一答形式でお答えします。 

 

Q&A １ 

Ｑ．組合の決算関係書類、帳簿書類等の保存期間は、税法による７年間でよいのでしょ

うか？ 
 
 
Ａ．最低１０年間の保存が必要となります。 

 
中小企業等協同組合法には、これまで決算書類、会計帳簿等についての保存期間が規

定されていませんでした。そのため、法人税施行規則の「事業年度終了の日の翌日から

二月を経過した日から」７年間や、商法規定の「商人は、帳簿閉鎖の時から１０年間、

その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。」などの年

数を目安としてきました。 
しかし、この度の中小企業等協同組合法（平成１９年４月１日施行）の改正に伴い、

新たに「組合は決算関係書類を作成した時から１０年間、当該決算書類を保存しなけれ

ばならない。（第４０条）」、「組合は、会計帳簿の閉鎖の時から１０年間、その会計帳簿

及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない（第４１条）」と明記され

ることになりました。中小企業組合の公正・妥当な会計処理を推進するため、税法より

も長い保存期間となっています。 
よって、決算書類、帳簿書類いずれも１０年間の保存が義務付けられることになりま

す。 
 

① 決算関係書類・・・保存期間１０年 
財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失金処理案 

② 帳簿書類・・・保存期間１０年 
総勘定元帳、現金出納帳、預金出納長、仕訳帳、売上帳、仕入帳等 

 
上記以外の、多くの会計書類（領収書、預金通帳等）は税法の規定により保存期間は

７年間となります。（例外もございます。例：棚卸資産の入出庫関連の書類は、５年間） 
 
 １０年という保存期間は、改正中小企業等協同組合法で規定される最低限度の年数で

す。決算関係書類および重要な帳簿書類（総勘定元帳、現金出納帳等）については、組

合運営上必要となるケースも多くあります。（高度化事業などの制度資金を活用し、償

還期間が１０年以上の長期に亘る場合など）また、これらの書類は組合の歴史を示すも

のでもありますので、永年保存されることを推奨いたします。 
 
 
 

 







  

  

景況感は依然上向きで推移 (
〈全体の概要〉                        

８月の猛暑を終え、９月は過ごしやすい日々が続いた。食料

の様子、製造業・卸売業では原材料単価・仕入単価上昇の影響

体の景況 DI 値は△21 で、先月の景況ＤＩ値△24 及び昨年同

に景気が改善しつつあることを示している。公共事業の減少、

で、業種によっては厳しい状況にあるが、基調としては依然上

〈主な業界及び地域組合等の動向〉             

◆   パ  ン   製  造   業         

条件的には厳しい予想を立てていたが、心配

したよりは荷が動いた。 

◆  漬  物  製   造  業          

長期低落傾向はまだまだ続きそう。販売チャ

ネルの拡大が要。                    

◆  木  材 ・木 製 品 製 造 業         

カラマツなどで原木不足があり、素材価格の値上

がりも見られる。 

◆   窯 業 ・ 土 石 製 造 業       

上期を前年比較すると全県で 131%と大幅な増加
となっている。民需の伸びが大きく寄与している。 
◆    鉄 鋼 金 属  製  造  業       

資材が上がり気味で民間工事の仕事量が増加中。

加工費は下がり気味。 

◆  水 産 物  卸  売  業 （盛岡市)               

９月も品薄感が解消されず、魚価高で推移した結

果、前年割

◆     

卸取扱高

オン盛岡南

◆    

９月の県

方軽自動車

◆    

秋物催事

全体の売上

◆    

人手不足

必要だが人

◆    

公共事業

も他の地域

格競争が激

 

● 前年同月(平成１７年９月)との数値

計 １３ ３１ １４ ４ ３３ ２１ ３ ４

 

【情報連絡員レポート】
【情報連絡員レポート】

平成１８年９月) 
                              

品製造業・小売業の多くは前年割れ

により収益悪化が目立った。但し全

月値△53 と比べると、全般では確実

金利上昇、原油価格高騰等の諸要因

向きで推移している。 

                                        

 

れは何とかクリアできた。 

野 菜 果 実 小 売 業          

は最悪だった昨年に比べて改善した。イ

店の開店は今後の心配要素。 

 自 動 車 小 売 業       

内登録台数(軽除き)は対前年比 90.8%、一

は 103.6%。 

 商  店  街 (一 関)      

等行った店は結果が出ている。ただ

げは前年並みが多い。 

建 物 サ ー ビ ス 業       

が深刻になりつつある。世代交代も

材がなかなか集まらない。 

電  気  工  事  業       

縮小傾向、民需は県南部は需要ある

は停滞状況。地域間格差が生じて価

化する状況にある。 

の比較 ● 
１７年９月の景気動向           

 売上高 収益状況 資金繰り 業界の景況 

 増加 不変 減少 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化

製造業 １ ５ ９ １ ４ １０ ０ １０ ５ １ ５ ９

非製造業 ２ １６ １８ １ １２ ２３ ０ ２７ ９ １ １５ ２０

計 ３ ２１ ２７ ２ １６ ３３ ０ ３７ １４ ２ ２０ ２９

             

１８年９月の景気動向           

 売上高 収益状況 資金繰り 業界の景況 

 増加 不変 減少 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化 好転 不変 悪化

製造業 ５ １２ ３ ３ １２ ５ ２ １４ ４ ２ １４ ４

非製造業 ８ １９ １１ １ ２１ １６ １ ２９ ８ ２ ２４ １２
３ １２ ４ ３８ １６
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